
□ 三田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第３条第１項に基づく許可手続きの流れ 

 

 

※ 許可手続きに関する一般的な事務処理フローを示していますが、状況に応じてこの他の事務処理が生じ

る場合があります。 
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